


（様式3）

地内

○ 事業区間延長 ｍ
○ 道路規格 第 3 種 第 2 級
○ 道路幅員 ｍ

歩道幅員 ｍ
路肩幅員 ｍ
　 　

位置づけ

○ 点検計画：
点

※

○ 緊急輸送道路又は観光ルート：
点

※ 点）

○ プロジェクト等：
点

※

必要性・効果 ○ （自転車歩行者交通量）
〔 〕 点

○ （近年(3ヶ年)の事故件数）
〔 〕 点

○ 点）
点

※
実施環境 ○ （沿線住民の合意）

点
※

○ 集落施設、沿道土地利用：
点 点）

① ② ③

H24新設開業予定の県立病院好生館及び有
明海沿岸道路へのアクセス道路

合意形成確認
（町民338名署名の陳情書有り）

歩道無し
( 85

Ａ評価

122人台/日

施設名

Ⅰ

( 80

評　価　内　容 評　価

Ａ

通学路

　

県 土 づ く り
本 部 戦 略

3.50Ｗ＝

0

(15.00)6.50
〔両側〕

Ｗ＝

　

減点 無し

公共事業新規評価調書（整備系）

県土づくり本部
本部名
部名

事業
区分

(生活関連事業)
交通安全事業

800百万円

地区名等事　業　名
整備系

(2)

○一般県道十五中原線は、一般国道207号と一般国道
444号を南北に結ぶ路線であり、県南部地区から佐賀市
中心部へ向かうためのアクセス道路となっている。
　当該道路は通学路として指定されており、多くの児童
が通学しているものの、幅員狭小で屈曲しており、歩道
も無く、見通しも悪いことから、交通安全上危険であるた
め、歩行者及び自転車の安全確保を目的として「自転車
歩行者道」の設置するものである。

～3件以下

　
　

主要プロジェクト関連又は佐賀空港アクセス道路

評価の視点

1件

(1)

事　業　地

佐 賀 市 嘉瀬 町

事　業　目　的

◎優先的に事業を実施
判断

(3)

Ａ

20
　

地 元 状 況 ：

Ａ Ａ

Ａ

〔佐賀市営バス〕
集会場

60

　

20

60

　

40

生活に身近な道路の整備

嘉瀬小学校通学路

着工予定年度

平成 23 年度 平成 28 年度

60

5

交 通 量 ：

Ｗ＝ 0.75

交 通 事 故 ：

十五

野口　幹展

村岡　輝男

課長

所長

記入

責任者

道路課

佐賀土木事務所

一般県道
十五中原線

歩 道 の 状 況 ：

　

【嘉瀬新町工区】

Ｌ＝

総事業費

440

完成予定年度

　

下記の沿道施設が3以上存在する

〔高柳内科〕 〔新町公民館〕

事　業　計　画　内　容

計画に対して協力的で、用地買収のための調整が図
られている

両側歩道の整備

100人台/日以上～

病院

条　件　等

( 100
バス路線

交通安全
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○ 自然環境保全

※ 動植物の保護、農地の保全、山地・山間地の保全、水辺環境の保全等に配慮している事項について、工法、

対策、留意事項を記載

○ 生活環境対策

※ 大気・水・土壌・地盤環境の保全、リサイクル、文化財、バリアフリー、周辺土地利用状況等に配慮する事項

について、工法、対策、留意事項を記載

○ コスト縮減策

※ 再生材・発生材の使用等、具体的なコスト縮減策を記載

○ 特記事項

※ 特に記述することがれば記載

内　　容

定性評価調書

・大気汚染について、配慮している事項（排ガス対策型機械の使用）
・リサイクルに配慮している事項（建設副産物の適正処理、再生材の使用）

自然環境保全に配慮し、道路線形は極力現道を利用した法線とする。

内　　容

・現場発生材やクラッシャーラン等再生材の有効利用
・コンクリート二次製品の有効利用による工期の縮減

内　　容

内　　容

交通安全
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地内

○ 事業区間延長 ｍ
○ 道路規格 第 3 種 第 2 級
○ 道路幅員 ｍ

歩道幅員 ｍ
路肩幅員 ｍ
　 　

○ 主要構造物 西尾橋　橋長L=30m
（架設年度：昭和４１年）

位置づけ

○ 点検計画：
点

※

○ 緊急輸送道路又は観光ルート：
点

※ 点）

○ プロジェクト等：
点

※

必要性・効果 ○ （自転車歩行者交通量）
〔 〕 点

○ （近年(3ヶ年)の事故件数）
〔 〕 点

○ 点）
点

※
実施環境 ○ （沿線住民の合意）

点
※

○ 集落施設、沿道土地利用：
点 点）

① ② ③

地元説明会において、測量同意が得られてい
る

　～1.0ｍ未満
( 90

Ａ評価

272人台/日

施設名

Ⅰ

( 80

評　価　内　容 評　価

Ａ

河川改修関連橋梁

　

緊急輸送道路
第二次緊急輸送路

県 土 づ く り
本 部 戦 略

3.50Ｗ＝

20

(15.00)6.50
〔両側〕

Ｗ＝

　

減点 無し

公共事業新規評価調書（整備系）

県土づくり本部
本部名
部名

事業
区分

(生活関連事業)
交通安全事業

1,200百万円

地区名等事　業　名
整備系

(2)

○当該路線は、県東部地域と久留米市を結ぶ幹線道路
で、約19,000台/日の自動車交通量がある。
当該道路は通学路として指定されており、多くの児童が
通学しているが、当区間は幅員狭小であるため、自転車
歩行車道を設置し、歩行者・自転車の安全確保を目的と
している。また、計画区間内に流れる一級河川寒水川の
河川改修事業と合わせ、西尾橋の架替を実施する。

7～9件以下

　
　

評価の視点

7件

(1)

事　業　地

三 養基 郡 みやき 町

事　業　目　的

◎優先的に事業を実施
判断

(3)

Ａ

15
　

地 元 状 況 ：

Ａ Ａ

Ａ

〔北茂安庁舎〕
バス路線

40

　

0

60

　

40

生活に身近な道路の整備

一級河川寒水川　広域河川改修事業

着工予定年度

平成 23 年度 平成 28 年度

60

15

交 通 量 ：

Ｗ＝ 0.75

交 通 事 故 ：

中津隈

野口　幹展

深町　淑郎

課長

所長

記入

責任者

道路課

鳥栖土木事務所

主要地方道
北茂安三田川線

歩 道 の 状 況 ：

　

【西尾橋工区】

Ｌ＝

総事業費

500

完成予定年度

　

下記の沿道施設が3以上存在する

〔宮原医院〕 〔西鉄バス〕

事　業　計　画　内　容

計画に対して協力的である

セミフラット歩道

100人台/日以上～

病院

条　件　等

( 80
役場

交通安全



（様式3）

○ 自然環境保全

※ 動植物の保護、農地の保全、山地・山間地の保全、水辺環境の保全等に配慮している事項について、工法、

対策、留意事項を記載

○ 生活環境対策

※ 大気・水・土壌・地盤環境の保全、リサイクル、文化財、バリアフリー、周辺土地利用状況等に配慮する事項

について、工法、対策、留意事項を記載

○ コスト縮減策

※ 再生材・発生材の使用等、具体的なコスト縮減策を記載

○ 特記事項

※ 特に記述することがれば記載

内　　容

定性評価調書

○セミフラット型の自歩道を設置する。
○排出ガス対策型機械の使用、建設副産物の適正処理、再生材の使用等を行う。

○人家連旦地区の現道拡幅であり、自然環境への影響は少ない。
○「レッドデータブックさが」に掲載されている動植物が確認されれば、配慮する。（移植、回避等）

内　　容

○再生材の使用等、より安価な材料を使用する。

内　　容

内　　容

交通安全
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地内

○ 事業区間延長 ｍ
○ 道路規格 第 3 種 第 3 級
○ 道路幅員 ｍ

歩道幅員 ｍ
路肩幅員 ｍ
　  〃 ｍ

位置づけ

○ 中長期道路整備計画
点

※

○ 緊急輸送道路又は観光ルート：
点

※ 点）

○ プロジェクト等：
点

※

必要性・効果 ● （自動車交通量）
〔 〕 点

● （異常気象時等加点）

点
○ 点
○ （事故指標）

〔 〕 点
○ 点）

点
※

実施環境 ○ （沿線住民の合意）

点
※

○ 既成会、協議会の状況：
点 点）

※

記入

責任者

道路課

唐津土木事務所

　

【唐津工区】

Ｗ＝

Ｌ＝

中山間地域補正：

総事業費

事　業　計　画　内　容

歩道側

20

20

事　業　地

構 造 上 の 課 題 ：

　

0
－

Ｗ＝ 0.50

322件/億台ｷﾛ

　

交 通 量 ： 20

50件/億台ｷﾛ～

※60点上限適用無
交 通 事 故 ：

500～4,000台/日未満

県 土 づ く り
本 部 戦 略

40

Ａ

Ⅰ

計画に対して協力的である

◎優先的に事業を実施

　

Ａ

( 80

Ａ

条　件　等

　

40

(3)

(2)

○本路線は唐津市竹木場を起点とし唐津市北波多徳須恵へ
至る幹線道路であり、国道２０３号及び西九州自動車道北波多
ICと東松浦半島の上場地区を結ぶ広域的な産業生活圏を形
成する重要な路線である。また、玄海国定公園や鷹島肥前大
橋などへの観光ルートとしても利用されている。
　しかしながら、当該区間は道路縦断が急で、カーブも多く、歩
道も無いため通行車両及び歩行者が危険な状態となってい
る。
　このため、交通の円滑化及び交通安全の確保を図るため、
道路改良を行うものである。

最大縦断勾配 11％

( 60

Ｂ

20

公共事業新規評価調書（整備系）

県土づくり本部
本部名
部名

事業
区分

(生活関連事業)
改築事業（1次）

野口　幹展

原　澄男

課長

所長

地区名等事　業　名
整備系

主要地方道

唐 津 市 竹木場～重河内 平成 23 年度町

事　業　目　的

2.50Ｗ＝

1,628百万円

(10.00)6.00

2,000

〔片側〕

完成予定年度着工予定年度
平成 30 年度

唐津北波多線

評　価

Ａ

中長期道路整備計画で位置づけされた道路

交 通 量 ：

20

生活に身近な道路の整備

　

観光地と主要幹線道路を結ぶ道路

減点 無し

西九州道～玄海国定公園・鷹島大橋

0

評価

3,201台/日

( 80

1.00

評　価　内　容

唐津北波多線早期完成期成会

【基本方針2】交流を支える道づくり

地 元 状 況 ：

Ｂ

判断

路肩側 Ｗ＝

60

評価の視点
(1)

道路構造令、道路橋示方書等の基準から大きく逸脱
しており、危険である

既成会、協議会が設置されるなど計画に対して熱心
で、地元に対しての取り組みは積極的である

　

要望書記載有

改築系（1次・代行・橋梁架替）
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○ 自然環境保全

※ 動植物の保護、農地の保全、山地・山間地の保全、水辺環境の保全等に配慮している事項について、工法、

対策、留意事項を記載

○ 生活環境対策

※ 大気・水・土壌・地盤環境の保全、リサイクル、文化財、バリアフリー、周辺土地利用状況等に配慮する事項

について、工法、対策、留意事項を記載

○ コスト縮減策

※ 再生材・発生材の使用等、具体的なコスト縮減策を記載

○ 特記事項

※ 特に記述することがれば記載

内　　容

内　　容

定性評価調書

内　　容

○現場発生材やクラッシャーラン等再生材の有効利用
○コンクリート二次製品の有効利用による工期の縮減

○大気汚染について、配慮している事項（排ガス対策型機械の使用）
○リサイクルに配慮している事項（建設副産物の適正処理、再生材の使用）

○工事計画周辺は主に農地であり、自然環境保全に配慮し、道路線形は極力現道を利用して法線とする。

内　　容

○「佐賀県原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画」に対象事業と位置づけられている。

改築系（1次・代行・橋梁架替）










